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諮問の理由（背景） 

現在、学校教育を取り巻く環境は、予測困難な「VUCA1」の時代に入り、大き

な転換期にある。少子高齢化、デジタル化の進展による GIGAスクール構想の定

着、多様な個性を尊重するインクルーシブ教育2の推進、さらには不登校児童生

徒の増加や、教員の長時間勤務解消といった「学校の働き方改革」など、解決す

べき課題は多岐にわたる。 

町教育委員会から、これらの課題を整理し、本町の児童生徒が将来にわたって

主体的に学び、生き抜く力を育むための最適な教育環境を構築するため、専門的

知見に基づく提言を求められた。 

 

 

 

諮問事項 
 

 ⑴ 児童生徒が教育を受けるための、望ましい教育環境の在り方 
 

 ⑵ 地域と連携した学校づくりの在り方 

 

  

 

1 Volatility：変動性、Uncertainty：不確実性、Complexity：複雑性、Ambiguity：曖昧性 

現代は将来の予測が困難な時代と言われており、上記４語の頭文字をとってＶＵＣＡ（ブーカ）と表現

されている。 
2 障害や病気の有無、国籍や人権、宗教、性別といったさまざまな違いや課題を超えて、全ての児童生徒

が同じ環境で一緒に学ぶ教育のこと。 
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はじめに 

本答申は、現在の教育行政を取り巻く国の方針と施策の動向を踏まえつつ、次

期学習指導要領の動向を見据え、本町の現状と課題に即して、地域と学校が一体

となって進むべき教育の在り方を整理・提案するものである。 

国はデジタル教育の推進、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な

充実、地域連携を核とした学校づくりなどを推し進めており、地方自治体もこれ

らを地域固有の実情に合わせて展開することが求められている。 

なお、本答申の各事項は、第３次教育振興基本計画の「コミュニティ・スクー

ル3と地域学校協働活動の一体的推進」「誰一人取り残さない学びの保障」「ICT（情

報通信技術）環境の整備と情報活用能力の育成」「地域の個性を生かした“さつ

ま学”」等の施策と整合していることを確認している。 

 

また、現代は予測困難な時代と言われるなか、本町では「さつま町が目指す 15

歳の姿4」の実現に向け、毎年小学 1 年生から中学 3 年生までの各年代・各学校

で具体策を掲げ、児童生徒が社会の変化に対応する柔軟性をもち、学ぶ力・考え

る力・表現する力を総合的に育む教育を行っている。 

児童生徒が「時代を超えても変わらない価値」と「時代の変化とともに変わる

もの」を見極め、自分で目指す 15歳の姿を見つけられるような教育の推進に一

層取り組んでいただきたい。 

 

 さらに、「さつま町が目指す 15歳の姿」の実現のため、児童生徒の学習機会の

充実と地域の力を結集した「地域とともにある学校づくり」を目指していただき

たい。 

 

  

 

3 学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」へ

の転換を図るための有効な仕組み。 

4 詳細の具体策は 7 ページへ掲載。 
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１ 現状と課題の認識 

本町の児童生徒数は、出生数の長期的な減少とともに推移しており、これまで

学校再編により学校規模の適正化が進められてきた。 

現在の取組として、探究学習の導入（さつま未来クエスト）、地域と学校の協

働を推進するコミュニティ・スクールの整備、「さつまっ子の日」を中心とした

地域における青少年活動の推進、不登校未然防止としての小小連携をはじめと

する各種取組、不登校生徒を対象とした居場所づくりと学びの保障の取組、一人

ひとりの学びの多様化に対応する中学校分教室の準備などが挙げられる。 

また、現在 ICT の活用は、学びの手段として重要であるが、過度な依存を避

け、目的に応じた活用を徹底することが求められる。 

 

 

２ 基本的な考え方 

(ア)  児童生徒一人ひとりの「好き」を伸ばし、「得意」を深める教育を推進

する。 

(イ) 学校・家庭・地域が一体となって、地域の課題を解決することを学習の

機会として位置づける。 

(ウ) ICTの活用を“手段”と位置づけ、学びの質を高めるとともに、情報倫

理・メディアリテラシー5を育成する。 

(エ) 小規模校の良さを生かした教育環境の整備と、地域協働の推進を両輪 

とする。 

 

  

 

5 テレビ・新聞・インターネットなどのメディアから流れる情報を、鵜吞みにせず批判的に読み解き、真

意を理解し、適切に活用・発信する能力のこと。 
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３ 答申の主な内容（教育環境の在り方、地域連携、学校運営等の在り方） 

3-(1) 全ての児童生徒が教育を受けるための、望ましい教育環境の在り方につ

いて 

①  「探究的な学び」の充実と「個別最適な学び」「協働的な学び」の一体的な

充実を図る。探究学習は児童生徒の自主・対話・協働の力を高め、認知能力・

非認知能力6の両面を育成する要として位置づける。 

②  不登校児童生徒に関わる居場所づくりを確保するとともに、学びの多様化

に向け、不登校児童生徒の学びの保障を拡充する。 

③  ICTは学習支援の補助として活用するが、デジタル依存を避け、紙媒体と併

用するハイブリッド型を基本とする。また、ICTの活用にあたっては、多くの

利点があるものの、万能ではなく課題もあることに留意する必要がある。 

④  町内１中学校であることを踏まえ、児童生徒の人間関係や経験を広げるな

ど、中学校へのスムーズな接続を図るために、小学校同士が連携し、交流を

深める小小連携の充実は重要であり、積極的に展開する。 

⑤  現在実施されている「さつま検定」や「ふるさと発見プロジェクト」等は、

地域の歴史・文化・自然を学ぶ郷土教育に大いに有効である。これにより郷

土愛と地域理解を深める取組が展開されることを期待したい。また、心の教

育では、道徳教育や体験活動を通じて豊かな人間性を育み、人権同和教育の

充実により、多様性を尊重し、一人ひとりの特性に配慮した教育を目指すこ

とが望まれる。 

 

3-(2) 地域と連携した学校づくりの在り方について 

①  全ての児童生徒の健やかな成長を支えるためには、学校・家庭・地域が一

体となった連携・協働体制の構築が不可欠である。本町においては、各地域

の特色を生かした学校運営を目指し、コミュニティ・スクールと地域学校協

働活動を一体的に推進することが求められる。 

②  地域人材活用と地域理解を進める。具体的には、教職員の地域理解研修を

定期的に実施し、地域と学校の協働を推進する。地域の人材を活用した講座・

出張授業・地域実習等も組み込み、地域理解を深める。学校教育の目指す方

向性を地域と共有しながら、持続可能な教育環境の整備を推進することが重

要である。 

 

6 認知能力はテストの点数や IQ のように数値化できる知識・思考力（読み書き計算、記録力など）で、

非認知能力は意欲、忍耐力、協調性、自己肯定感など数値化しにくい心の力や社会性を指し、これからの

社会で成功するために両方とも重要視されている。 
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3-(3)  学校を核とした地域づくりの在り方について 

① 学校・子ども会・PTA・青年団・ボランティア団体等との連携を強化し、「さ

つまっ子の日」を中心とした青少年育成活動を通じて、地域ぐるみで子ども

たちの健全育成を支える体制づくりが重要である。 

② 少子化や担い手不足により活動が休止したり、継続が困難になったりした

子ども会も見受けられる。こうした状況に対しては、「地域全体で子どもを育

てる」という視点に立ち、無理なく続けられる支援策を講じ、将来の子どもた

ちの居場所づくりにつながるよう、地域ぐるみの支援体制の構築が求められ

る。実際に、地域の継続的な取組により子ども会が再開された事例もあり、地

域づくりの好例として注目するところである。 

 

3-(4) 小規模校の良さを生かす教育運営について 

①  学校再編は「児童生徒の望ましい教育環境をどう整えるか」を目的とした

手段の一つである。これまでの学校再編は「多様な考え方にふれる」ことに

難があった複式学級の解消という目的で進められた。しかし、コロナ禍後、

「多様な考え方にふれる」ことはオンラインによる協働学習等の新たな形で

構築されつつある。また、合同授業等の小小連携の推進により、大人数での

対面的活動も積極的に進められてきている。さらに、小規模校の特性を生か

し、各校で大きな教育成果を上げている。 

②  このようなことから、現時点においては、今後も現存する学校が地域・保

護者と学校運営協議会等で熟議し、その結果を踏まえて、より円滑且つ効果

的に地域学校協働活動を行うことにより小規模校の良さを更に生かせるよう

に連携し、通わせたい学校・住みたい地域づくりを行うことが望まれる。 

ただし、きめ細やかな指導、郷土愛の醸成、特色ある教育活動等小規模校

の良さを生かせなくなったとの声が保護者や地域から高まった場合には、あ

らためて対応を検討する体制を整える。 

③  特認校制度7等の検討は、今後の状況に応じて研究・評価を継続する。 

 

 

 

 

 

7 豊かな自然環境にある小規模校の特性を生かし、きめ細やかな指導や体験学習を通じて豊かな人間性を

育みたいと希望する児童生徒に対し、一定条件のもとで、本来の通学区域外からでも特別に入学（転学）

を認める制度。 
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3-(5) 学校環境と教育資源の整備について 

①  校舎・設備の整備（トイレの洋式化、LED化、空調の整備、長寿命化等）を

計画的に進める。ICT環境は回線容量と機器の適正配置を優先的に改善し、学

習の質向上と安全性確保を両立させる。 

 

 

４ 結びに 

本町の教育は、児童生徒一人ひとりの可能性を引き出し、夢を抱き、自ら未来

を切り拓く力を育むことを目的としている。また、児童生徒は地域とともに育ま

れ、地域社会にとっても「未来そのもの」というかけがえのない存在である。本

答申は、国の施策と本町の実態を踏まえ、教育理念の具現化と地域の実践力を高

める具体的な道筋を示すものである。 

地域と学校が互いに補完し合い、「個別最適な学び」「協働的な学び」の一体的

な充実を図り、「探究的な学び」を軸とする教育の質を高めることによって、児

童生徒、教職員、保護者及び地域全体の学びが深まり、持続可能なまちづくりの

原動力となることを期待する。 

今後の教育振興基本計画の改定・実施にあたっては、本答申を土台に、児童生

徒、教職員、保護者、地域の声を反映させ、更なる充実へとつなげていくことを

強く望む。 

 

 

以上、答申いたします。  
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さつま町学校教育の在り方検討委員会設置要綱 

 

（目的） 

第 1 条 この告示は、さつま町立の小中学校教育のこれからの在り方について検討し、

望ましい学校教育環境に資するため、さつま町学校教育の在り方検討委員会(以下「委

員会」という。)を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、さつま町教育委員会教育長（以下「教育長」という。）から諮問さ

れた次の事項について協議し、その結果を教育長に答申する。 

 ⑴ 児童が教育を受けるための、望ましい教育環境の在り方 

 ⑵ 地域と連携した学校づくりの在り方 

 （組織） 

第３条 委員会は、次の各号にあげる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

 ⑴ 学識経験者 

 ⑵ 保護者代表 

 ⑶ さつま町立小中学校校長 

 ⑷ 地域代表 

 ⑸ 議会代表 

 ⑹ その他教育委員会が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から第２条に規定する答申をもって終了する。 

 （役員） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長は、学識経験者をもって充て、副委員長は委員長が指名する。 

３ 委員長は、委員会の会務を総理し委員会を代表する。 

４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」と言う。）は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは

説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。 

 （その他） 

第８条 この告示に定められたもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が

定める。 

 

附 則 

この告示は、令和６年１２月１８日から施行する。 

 


